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一般社団法人 日本デイサービス協会 概要

● 設立趣旨

一般社団法人日本デイサービス協会は、 2014 年6 月に設立され、地域に密着した中小事業者から全国

展開する大手事業者まで多くの声を集め、本当に必要な介護サービスは何なのかを提言し政策に反映さ

せていく活動、介護保険制度・財政の改善と自立支援等に寄与するエビデンスデータの効果検証を行い

取りまとめる活動、運営ガイドライン（人員基準・設備基準・運営基準）案を取りまとめ時代に即した

政策提言等を行っていきます。

● 活動方針

1.「介護保険制度の枠組みを守る」ことへ賛同頂く通所介護事業者を募り、他の業界団体とも連携し、

政治的運動体としての活動へ協力を行う。

2. 自立支援介護への注力が、要介護者への状態改善へとつながり、ひいては介護保険財政の改善へと寄

与するエビデンスデータを、理事・会員事業所とともに効果検証を行い取りまとめ、真の自立支援介

護を確立することへ寄与する。

3. 持続可能な介護保険制度の確立に向け、報酬削減や「軽度者」の介護保険給付外れでも運営可能な、

通所介護事業の運営ガイドライン（人員基準、設備基準、運営基準 〉 案を取りまとめ政策提言を行う。

● 会員数

約3000 事業所（ 2023 年10月末現在）
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会社概要
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通所介護・地域密着型通所介護について

【出典】厚生労働省資料より

 通所介護と利用者間は「契約」が原則のため、双方の合意の下でサービス利用ができる仕組みであり、利用者は
ある程度、固定・限定されている

 看護職員の配置（※１）や設備基準として「相談室」の設置が義務付けられており、利用者および職員の体調
管理や衛生管理（感染症対策含む）が整っている

 Covid-19の影響を踏まえ、特に感染症対策についてはガイドライン等（※２）を参考にしながらオペレーション
構築と従業員の周知徹底を実施している

衛生管理等（第104条）通所介護・地域密着型通所介護の概要・基準

平成⼗⼀年厚⽣省令第三⼗七号指定居宅サービス等の事業の⼈員、設備及び
運営に関する基準
（衛⽣管理等）
第百四条
指定通所介護事業者は、利⽤者の使⽤する施設、⾷器その他の設備⼜は飲⽤
に供する⽔について、衛⽣的な管理に努め、⼜は衛⽣上必要な措置を講じな
ければならない。

２ 指定通所介護事業者は、当該指定通所介護事業所において感染症が発⽣し、
⼜はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
⼀当該指定通所介護事業所における感染症の予防及びまん延の防⽌のため

の対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活⽤して⾏うことができる
ものとする。）をおおむね六⽉に⼀回以上開催するとともに、その結果に
ついて、通所介護従業者に周知徹底を図ること。

⼆当該指定通所介護事業所における感染症の予防及びまん延の防⽌のため
の指針を整備すること。

三当該指定通所介護事業所において、通所介護従業者に対し、感染症の予
防及びまん延の防⽌のための研修及び訓練を定期的に実施すること。

※1 「定員10名以下の地域密着型通所介護事業所の場合は、看護職員が又は介護職員のいずれか1名の配置で可」となっているため、看護師が必ずいるとは限らない
※2 厚生労働省老健局（令和５年９月）「介護現場における（施設系通所系訪問系サービスなど）感染対策の手引き第３版」
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（参考）介護現場における感染対策の手引き第３版 ※1

※1  厚生労働省老健局（令和５年９月）「介護現場における（施設系通所系訪問系サービスなど）感染対策の手引き第３版」



通所介護事業所におけるオンライン診療の有用性

通所介護事業所でのオンライン診療が受診可能になることで、要介護者の利便性や満足度向上ならび

に地域包括ケアの更なる推進につながることを踏まえると、「有用性がある」と考えられる。

※上記の訪問介護は、利用者本人が、通院介助等で訪問介護サービスを利用しているケースにおいて、本人通院時に訪問介護を利用していた場合のメリット、デメ
リットを整理した。
※通所介護事業所等で行うオンライン診療においては、ご利用者が既に通っている診療所（かかりつけ医）とオンラインでつながる仕組みづくりが必要ではないか。
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オンライン診療の受診の利点（具体例）

● 通所介護利用者においては歩行困難者が多く、地理的制約だけでなく通院が困難なケ
ースもしばしばある

● 歩行困難者以外にも、MCI（軽度認知障害）を含む認知機能障害などにより、本人1人
での受診が困難なケースも少なくない

● ２世帯、３世帯で暮らす要介護者の場合は、通院に伴うご家族の負担も大きく、通院
のたびに、仕事を休まざるを得ない状況もある

● 通所介護利用者には独居の方も多く、家族に頼ることができないので（今後も独居高
齢者が増える）、基本は通院介護（訪問介護）が前提になる

⇒地域の医療アクセスの状況にかかわらず、利用者とその家族の介護負担および介護人材
不足の現状課題ならびに未来を勘案すると、既存の通所介護にオンライン診療が解禁され
る合理的理由はあるのではないか
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【通所介護事業所】

通所介護事業所におけるオンライン診療の運営（イメージ）
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ご参考：別パターン（特定の診療所によるオンライン診療）

（留意点）

・診療科目が限定的
・利用者のかかりつけ医
との接続は困難
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通所介護
事業所

オンライン
診療ブース

専用ブースを設置

利用者が長時間
生活する場所

通所介護事業所は、利用者が長時間生活する場所
であり、適時にオンラインで受診できる環境は、
利用者にとっても、介護職員にとっても、有益

受診に際しては、特定の診療所ではなく、複数の
診療所から選択できる体制が望ましい

運営においては、利用者のプライバシー確保のた
めのブース設置、端末・アプリの用意が必要
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